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② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括し

て他人に請け負わせようとする元請負人です。  
したがって、下請負人が請け負った建設工事を一括して再下請負に付そう

とする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該

下請負人に建設工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してく

ださい。  
また、事前に発注者から承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請負

人は、請け負った建設工事について建設業法に規定する責任を果たすことが

求められ、当該建設工事の工事現場に同法第 26 条に規定する主任技術者又

は監理技術者を配置することが必要です。  
 
四 一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分 

受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者

に寄せた信頼を裏切る行為であることから、一括下請負の禁止に違反した建設

業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとし

ています。  
また、公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合、

発注者は、当該建設工事の受注者である建設業者が建設業許可を受けた国土交

通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する

都道府県知事に対し、その事実を通知することとされ、建設業法担当部局と発

注者とが連携して厳正に対処することとしています。  
監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点か

ら原則として営業停止の処分が行われることになります。  
なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認

められないため、経営事項審査における完成工事高に当該建設工事に係る金額

を含むことは認められません。  
 

※ 国土交通省では、一括下請負の禁止についての「事例集」を出しているので

参考にされたい。 

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/oshiraseichiran/qgl8vl000000dz
rs-att/20161014_01ikkatsu.pdf 

（注）一括下請負について、受講者より多くの質疑が寄せられていることから、

注意喚起のために掲載しました。 
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・6.75ｍを超える高さのヵ所で使用する「墜
落制止用器具」はフルハーネス型でなけれ
ばならない。

・6.75ｍを超える高さの場所で使用する「墜落
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らない(建設現場においては5mを超える高
さ）。
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 ◎　2019年版テキスト正誤表

表欄外下に追記
※「結晶質シリカ」は元々指定されていた化学物質の名称変更なので、追加化学物質は10
種類である。

下線部を追加
「圧縮機の定格出力が7.5kw以上の冷凍冷蔵機器は１年ごとの有資格者による漏洩検査と
記録、圧縮機の定格出力が50kw以上のエアコンディショナーは１年ごと、圧縮機の定格出
力が7.5kw以上50kw未満のエアコンディショナーは3年ごとの有資格者による漏洩検査と記
録」

　「PCB使用電気機械器具の～～～行う必要がある。」の２行を削除
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